
Provision c) 

 

 

Japan Society for the Promotion of Science 

BRIDGE Fellowship Program 

委員会規則 

1. 選考委員会は、次の各号で掲げる委員で組織する。 

1) JSPSフランス同窓会会長 

2) JSPSストラスブール研究連絡センター長 

3) JSPSストラスブール研究連絡センター副センター長 

4) その他必要に応じて、JSPS フランス同窓会会長が必要と認める者 1 名

あるいは 2名 

5) その他必要に応じて、JSPS ストラスブール研究連絡センター長が必要

と認める者 1名あるいは 2名 

 

2. 前項第 1号、第 2号、および第 3号の委員の任期は、当該役職の任期期間と

同一とする。また、前項第 4 号および第 5 号の委員の任期は、1 年とする。

なお、委員の任期中に欠員が出た場合、JSPS フランス同窓会会長と JSPS

ストラスブール研究連絡センター長が協議の上、新委員を選出する。 

 

3. 委員会の議長は、JSPSフランス同窓会会長と JSPSストラスブール研究連

絡センター長が、毎年交互に務める。 

 

4. JSPSフランス同窓会会長が再招へい事業の候補者となる場合は、選考委員

になることはできない。 

 

5. 本規則は、等しい内容により和文と仏文を一部ずつ作成し、各々等しく有効

である。 

 

同窓会名： 

  JSPSフランス語圏同窓会                              

同窓会長：            （日付） 

   Anne Lise Poquet                                  令和 7年 10月 27日              

選考委員会長：               （日付） 

   高木 敏行                                         令和 7年 10月 27日              

ストラスブール研究連絡センター長：    （日付） 

   高木 敏行                                       令和 7年 10月 27日             


